
（総　則）

第１条 令和４年度松戸市下水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和４年度松戸市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予

定量を次のとおり補正する。

(4)

4,102,285 千円 千円

（収益的収入及び支出）

第３条

　　　（科　目）

第１款 11,865,669 千円 25,111 11,890,780 千円

第２項 4,289,582 千円 25,111 4,314,693 千円

第１款 11,595,796 千円 128,907 11,724,703 千円

第１項 10,611,232 千円 29,715 10,640,947 千円

第２項 888,743 千円 99,192 千円 987,935 千円

（補正前）  

営 業 外 収 益

下 水 道 事 業 費 用

　（補正後）  

千円

千円

（区　分）

予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

  （既決予定額）

支　出

主 要 な 建 設 改 良 事 業

下水道施設整備費

下 水 道 事 業 収 益

4,008,671

収  入

千円

営 業 費 用

営 業 外 費 用

千円

議 案 第 ６９ 号 

    （ 計 ）（補正予定額）
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（資本的収入及び支出）

第４条

及び減債積立金100,000千円」に改め、資本的収入及び支出予定額を次のとおり補正する。

    （ 計 ）

第１款 6,041,177 千円 △ 87,041 千円 5,954,136 千円

第１項 3,247,700 千円 △ 36,400 千円 3,211,300 千円

第３項 1,308,716 千円 △ 50,641 千円 1,258,075 千円

第１款 8,985,677 千円 △ 93,614 8,892,063 千円

第１項 5,103,703 千円 △ 93,614 5,010,089 千円

（企業債）

第５条 予算第７条中、起債の限度額を次のとおり改める。

区分 利 率

支　出

補正前に同じ2,688,100千円

補
正
前

公共下水道事業

千円

起 債 の 方 法

2,724,500千円

限 度 額

証書借入
又 は

証券発行

起債の目的 償 還 の 方 法

4.5％以内

補正前
に同じ

補正前に同じ

予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,944,500

企 業 債

補
正
後

この資金は借入先の融通条
件により償還する。ただし
企業財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮し
若しくは繰上償還又は低利
債に借換えすることができ
る。

公共下水道事業

千円は、過年度分損益勘定留保資金226,063千円、当年度分損益勘定留保資金2,448,550千円及

  （既決予定額）

び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額269,887千円」を「資本的収入額が資本的支

補 助 金

出額に対し不足する額2,937,927千円は、過年度分損益勘定留保資金154,318千円、当年度分損

益勘定留保資金2,417,629千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額265,980千円

  （補正予定額）（科　目）

収　入

建 設 改 良 費 千円

資 本 的 支 出

資 本 的 収 入
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第10条中、（1）職員給与費の額「463,109千円」を「492,824千円」に改める。

令和 ５ 年 ２ 月 ２１ 日 提出

　　松戸市長 本 郷 谷  健 次　　
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